
○稲 田議 長 拍 手は 禁 止され てお りま す。傍 聴の 皆様、 拍手 はお

やめください。

次に、土光議員。

〔土光議員質問席へ〕

○土 光議 員

問に関連して、質問をしていきます。

最 初は 、島根 原発 に ついて の関 連質 問です 。今 年１月 １日 に、

もう これ は御存 じの よ うにと いう か、 能登半 島地 震を経 験し まし

た。 市長 は、能 登半 島 地震に つい て、 ある場 でこ ういう ふう に述

べて いま す。我 々の 地 域でも いつ 何ど きこう した 災害が 起こ るか

分からない、そういった考え方を示しています。

こ れ以 降は私 の考 え です。 特に 原発 稼働や 原子 力防災 に関 して

は複 合災 害下で の屋 内 退避の 問題 、活 断層連 動の 問題な ど、 今回

の能 登半 島地震 は新 た な課題 、知 見が 明らか にな りつつ ある とい

うふうに私は思っています。

そ うい った問 題意 識 で、演 壇で は、 ２年前 、２ ０２２ 年、 島根

２号 機の 稼働の 容認 を 判断し た。 ただ 、当時 と能 登半島 地震 を経

た今 では 、また 新た な 知見が 出て いる のでは ない かとい うこ とで、

この 稼働 の容認 の妥 当 性を検 証す べき ではな いか という ふう なこ

とを 質問 をしま した が 、市長 の回 答は 、その 考え はない とい うこ

とでした。

こ の新 たな知 見に つ いて、 一つ 取り 上げた いと 思いま す。 活断

層、 様々 な知見 で、 特 に今回 よく 言わ れてる のは 、屋内 退避 、果

たし て可 能かと いう 問 題。そ れか らも う一つ は、 活断層 の連 動の

問題 です 。例え ば再 稼 働容認 時、 能登 半島以 前の 段階で 、も ちろ



ん規 制委 員会の 許可 が 出たと いう こと ですが 、そ の議論 の中 で、

これ 一つ の大き な焦 点 でした 。図 で見 ていた だけ れば分 かり ます

よう に、 ここに 、ち ょ っと赤 い線 にな ってい るも の、こ れが 宍道

断層 です 。これ に関 し ては、 それ こそ 当初８ キロ メート ルだ と言

われ てい たのが いろ い ろ調べ るこ とに よって 、再 稼働判 断時 では、

この 宍道 断層の 長さ は ３９キ ロメ ート ルとい う前 提でそ れぞ れ審

査が行われました。３９キロメートルです。

と ころ が、こ の宍 道 断層の その 隣、 この図 では 四角、 長方 形の

形に なっ ていま すが 、 鳥取沖 にも 活断 層があ りま す。こ の距 離、

宍道 断層 がここ まで 、 鳥取沖 の断 層こ こまで 、こ の距離 が当 時６

キロメートルというふうに言われました。

ち ょっ と言っ てお き ますと 、こ の鳥 取沖の 断層 、人に よっ てい

ろい ろ言 い方が 変わ り ます。 単純 に鳥 取沖断 層か Ｆ５５ とい うふ

うに いう ところ もあ り ます。 それ から 伯耆沖 断層 という ふう に、

それ ぞれ その調 査す る 団体、 団体 とい うか、 機関 によっ て呼 び名

が変わりますが、基本的には鳥取沖にある断層です。

当 時、 再稼働 容認 時 は、こ の距 離が ６キロ メー トルで した 。と

いう こと で、こ の２ つ は連動 しな いと いう結 論で 、連動 しな いと

いう 当時 結論が 出て 、 もちろ ん規 制委 員会も それ は認め まし た。

それを前提で様々な評価がされてきました。

ま ずお 聞きし ます が 、当時 この ２つ の断層 、宍 道断層 と、 それ

から 鳥取 沖の断 層、 連 動しな いと いう 一番大 きな 理由は 何だ った

ですか。中国電力はどのように説明をしていたでしょうか。

○稲田議長 松本防災安全監。

○松 本防 災安全 監 断 層の連 動し ない 根拠に つい てとい うこ とで



ござ いま す。宍 道断 層 と鳥取 沖西 部断 層につ きま しては 、重 力異

常や 音波 の検査 です ね 、これ らを 行い ました 調査 の結果 に基 づい

て、 連動 しない もの と してお りま すと 聞いて おり ます。 この 内容

につ きま しては 、原 子 力規制 委員 会に よる新 規制 基準の 適合 性の

審査 を受 けてお りま し て、許 可を 受け ている とい うふう に認 識を

しております。

○稲田議長 土光議員。

○土 光議 員 当 時、 中 国電力 がこ の全 員協議 会の 場で連 動に 関し

てそ うい った説 明を し ていた と思 いま す。た だ、 実は連 動す るか

しな いか という のは い かに入 念に 調査 しても 、最 終的に 決着 はつ

かな い、 様々な 議論 、 それか ら土 の中 、地面 の下 は基本 的に よく

分か らな いので 、本 当 に連動 する かど うかと いう のは確 定的 には

言えないというのが当時の知見でした。

当 時の 知見と いう の は、例 えば 政府 の調査 機関 である 地震 調査

研究 推進 本部、 この 活 断層の 連動 、ど ういう ふう に評価 する とい

うこ とで 、こう いう ふ うな記 載が あり ます。 当時 はなか なか 調査

して も分 からな いと い うこと で、 客観 的に判 断す る一つ の指 標と

して は、 いわゆ る５ キ ロメー トル ルー ルとい うの があり まし た。

これ につ いて、 この 政 府の地 震調 査研 究推進 本部 は、こ う書 いて

あり ます 。いわ ゆる ５ キロメ ート ルル ールな ど隔 離距離 、ど のく

らい 離れ ている かと い うこと です ね、 に基づ く基 準に基 づき 判断

を行 って きた、 これ が 最終的 にあ る意 味で決 め手 になっ てい ます。

当時 の知 見では 、連 動 して活 動す る可 能性を 総合 的に判 断す る方

法に つい ては検 討す る 必要が ある 、決 め手は ない 。だか ら、 当面

連動 する かしな いか は 、この ５キ ロメ ートル ルー ルが大 きな 要因



だというのが当時の知見です。

と ころ が今回 、能 登 半島地 震を 経て どうい った 事実が 明ら かに

なっ たか という と… … 。もっ と大 きく 映して いた だけま すか 。今

回、 能登 半島地 震で こ の赤い 線、 これ は描い てま すが、 今回 動い

たと 見ら れる断 層と い うこと です 。こ れも、 近く にこれ 、志 賀原

発が あっ て、北 陸電 力 は国に 対し て許 可申請 をし て、北 陸電 力は

当初 、こ この断 層は ９ ６キロ メー トル 、活断 層の 長さは ９６ キロ

メー トル という ふう に 言われ てま した 。とこ ろが 、実際 今回 動い

たの は、 この長 さ、 １ ５０キ ロメ ート ルが動 いた という こと 、そ

れが能登半島地震。震源はここです。

今 問題 にした のは 、 実はこ の今 回動 いた断 層と は別個 に、 ここ

に、 下に 、富来 川南 岸 断層と いう 、ち ょっと 青い 字で書 いて ます。

ちょ っと 短いで すが 。 今回地 震は 、こ の主に 動い た断層 と、 それ

につ られ て、こ この 富 来川南 岸断 層も 動いて いま す。だ から 、あ

る意 味で この２ つが 連 動をし たわ けで す。こ の距 離は２ ０キ ロメ

ート ルで す。だ から 、 今まで の５ キロ メート ルル ールと いう のが、

今回 それ に合わ ない よ うな現 象が あり ました 。こ れは、 活断 層の

専門 家、 鈴木康 弘、 こ れ名大 の教 授で 、活断 層学 会の会 長も して

ます 。こ れは、 今ま で にこう いっ た例 はない 、全 く新た な現 象だ

というふうに述べています。

と いう ことで 、当 時 の判断 のと きの 、例え ば今 は連動 とい う問

題を 取り 上げて いま す が、そ うい った 形で、 能登 半島地 震を 経て、

当時 の判 断より も新 し い知見 が出 て、 連動と いう のが本 当に 連動

しな いか どうか とい う のを私 は再 検証 が必要 だと 思いま すが 、そ

うい った 意味で 、当 時 の判断 の妥 当性 を検討 する という こと は必



要で はな いかと 思う の ですが 、市 長、 改めて 見解 をお伺 いし ます。

○稲田議長 松本防災安全監。

○松 本防 災安全 監 今 御説明 をい ただ きまし た内 容でご ざい ます

けれ ども 、まず 、あ く までも 現時 点で 我々が 再稼 働を判 断い たし

まし たの は、規 制委 員 会の審 査合 格を したこ とに 基づい てし たも

のでございます。

今 お話 しいた だき ま した内 容に つき まして も、 やはり 学術 的な

専門 的な 分野で もご ざ います 。宍 道断 層と鳥 取県 の沖の 断層 につ

きま して は、し っか り 審査、 調査 をし た後の 判断 でござ いま す。

今回 動き ました 断層 に つきま して は、 まだ審 査、 調査行 われ てな

い断 層で ござい まし て 、今後 調査 をす る予定 だっ たエリ アと いう

ふう に聞 いてお りま す 。そう いっ た断 層が連 動し たから とい って、

じゃ あイ コール 鳥取 県 沖、宍 道断 層も 連動す るか ってい うこ とに

関し ては 、我々 はな か なか分 から ない ところ 、言 われる よう に分

から ない ところ でご ざ います 。こ の内 容につ きま しては 、や はり

国の 規制 委員会 等で 新 規制基 準に 対応 すべき かど うかっ てい う判

断は され ること にな る と思い ます し、 もしそ のよ うなこ とが あれ

ば、 適切 にバッ クフ ィ ットが ある と思 います ので 、現状 とし まし

ては国の動向を注視しておきたいと思います。

○稲田議長 土光議員。

○土 光議 員 国 の判 断 を待つ だけ で何 もせず に当 時の再 稼働 容認

の判 断を そのま まに し て、今 、中 国電 力が言 うに は、今 年夏 頃稼

働す る。 そんな の何 も しない で見 ると いうの は、 私は、 市長 の立

場と して 不十分 だと い うふう に思 いま す。国 は国 でそれ なり に調

査と かす るかも しれ ま せんが 、こ うい った新 たな 知見が 出て きた



以上 、少 なくと も中 国 電力に この 辺の ことに 関し て説明 を求 める

とい うこ とはや って も いいの では ない かと思 いま す。例 えば どう

いう 場で 、もち ろん こ の議会 に来 ても らって もい いし、 それ から、

米子 市は 安全対 策協 議 会とい うの があ ります 、そ れを開 いて 、そ

こは 市民 もいま す、 そ こに中 国電 力に 来てい ただ いて、 こう いっ

た新 たな 知見に つい て 事実関 係、 それ から市 民か らの意 見を 聞く、

そう いっ た場を 持つ べ きだと 思い ます 。この 安全 対策協 議会 の開

催は市長が決めるものです。

市 長、 そうい った 場 を持つ おつ もり はあり ませ んか。 私は 持つ

べきだと思いますが。

○稲田議長 伊木市長。

○伊 木市 長 こ れは 代 表質問 の答 弁で も申し 上げ ました けれ ども、

この 能登 半島地 震を 受 けたそ うし た議 論につ きま しては 、今 後、

国に おい てなさ れる も のと承 知し てお ります ので 、我々 とい たし

まし ては 、そう した 国 の議論 を注 視し ていき たい と考え てお りま

す。

そ の上 で、仮 の話 と なるん で、 ちょ っとこ れは 答弁し づら いん

です けれ ども、 その 上 で必要 な何 か見 直しが あっ た場合 につ いて

は、 適切 に説明 を受 け たいと 思い ます し、そ の内 容によ って は、

議員 の御 指摘の よう な 、これ まで 踏ん できた 手続 、スケ ジュ ール

とい うも のは踏 むこ と はあり 得る とい うふう に思 います が、 現時

点に おい てはそ れは な いとい うと ころ で先ほ ど答 弁した 次第 でご

ざいます。

○稲田議長 土光議員。

○土 光議 員 安 全対 策 協議会 、開 くお つもり はな いんで しょ うか。



この 場で 開いて 、中 国 電力に 来て いた だけれ ば、 現時点 での 中国

電力 の考 え方、 それ か らこう いっ た新 たな知 見に 関して どう いう

ふう に思 ってい るか 、 考え方 です ね、 それか ら市 民から 様々 な疑

問が そこ で出て 、市 民 の意見 もそ こで 聞くこ とが できる と思 いま

す。 実際 、境港 市で は 開いて いま す。 中国電 力は そこに 行っ て説

明をしています。そういったことを境港市はやっています。

米 子市 なぜや らな い のか不 思議 なん ですが 、再 度言い ます 。安

全対策協議会、開くべきだと思うのですが、いかがですか。

○稲田議長 松本防災安全監。

○松 本防 災安全 監 た だいま 市長 が答 弁しま した とおり 、現 時点

では開催する予定はございません。

○稲田議長 土光議員。

○土 光議 員 市 長に 聞 きます 。な ぜ今 の時点 では 開く必 要が ない

というふうに思っていますか、市長に聞きます。

○稲田議長 伊木市長。

○伊 木市 長 こ れは 繰 り返し にな りま すけれ ども 、能登 半島 地震

の状 況と いうも のを 受 けたこ の安 全規 制基準 等に ついて の議 論、

これの動向を注視しているからでございます。

○稲田議長 土光議員。

○土 光議 員 そ うい っ た待ち の姿 勢、 それか ら市 民の意 見を 直接

聞く 場を 持たな いと い うのは 、米 子市 民の生 命、 財産、 暮ら しを

守る 首長 の立場 とし て は、私 は不 十分 な対応 だと いうふ うに 思い

ます。

じゃあ、次に行きます。淀江での産廃処分場計画について。

今、 環 境管 理事 業 セン ター は 、これ は 壇上 でも 言 いまし た が、



必要 があ って、 事業 計 画の変 更の 届け を県に 出し ていま す。 それ

についてお伺いします。

壇 上で お聞き しま し たのは 、事 業セ ンター は、 この変 更事 業計

画に 関し て条例 、い わ ゆる設 置条 例と いうの が県 にあり ます 、こ

の条 例に 沿った 手続 を してい ると いう 認識で すか という 質問 に対

して 市長 は、こ のよ う に答え てい ます 。県が 条例 に基づ いて 適切

に判 断し 進めて いる 。 米子市 の、 これ ちょっ と質 問の角 度を 変え

て聞きます。

米 子市 は、今 、事 業 センタ ー、 事業 計画変 更届 、それ から 、そ

れの 後に 関係住 民に 説 明会、 住民 説明 会を開 いて ます。 こう いっ

た動 きが ありま す。 こ の事業 セン ター のこの 説明 会、こ れは いわ

ゆる県の手続条例に基づいて開かれているとの認識でしょうか。

○稲田議長 伊澤副市長。

○伊 澤副 市長 ちょ っ と正直 言っ て、 議員の 質問 の意図 とい いま

しょ うか 、趣旨 がよ く 分かり ませ んが 、先ほ ど来 御答弁 申し 上げ

てる とお り、県 の条 例 の運用 であ りま す、県 の判 断、指 導の 下で

環境 管理 事業セ ンタ ー が適切 な手 続を 進めて おら れる、 その 途中

だというふうに認識しております。以上です。

○稲田議長 土光議員。

○土 光議 員 私 の質 問 は、事 業セ ンタ ーが関 係住 民に対 して この

間、 住民 説明会 やっ て います 。こ の説 明会は 県の 手続条 例に 基づ

いた もの という 認識 な のかど うか 、米 子市の 認識 を聞い てい ます。

○稲田議長 伊澤副市長。

○伊 澤副 市長 手続 条 例を進 める ため に行っ てお られる もの だと

いうふうに考えております。以上です。



○稲田議長 土光議員。

○土 光議 員 微 妙に 言 葉を換 えて 答弁 されま した が、手 続条 例に

基づ いた 説明会 だと い うふう な認 識と 理解し てい いです か、 米子

市の認識は。

○稲田議長 伊澤副市長。

○伊 澤副 市長 手続 条 例に基 づく 諸手 続の一 環だ という ふう に理

解しております。以上です。

○稲田議長 土光議員。

○土 光議 員 条 例に 基 づいて いる とい うこと で、 じゃあ 、こ れ、

条例 のど れに、 ちょ っ と細か い質 問に なりま すが 、どれ に基 づい

ているというふうな認識でしょうか。

○稲田議長 伊澤副市長。

○伊 澤副 市長 事前 の 御通告 をい ただ いてお りま せんの で、 今、

条文 を持 ち合わ せて お りませ ん。 正確 な御答 弁は できま せん 。以

上です。

○稲田議長 土光議員。

○土 光議 員 い や、 壇 上の質 問で 、こ れ具体 的に 言って いま す。

この 手続 条例、 事業 計 画変更 届は 第２ １条、 これ に基づ いて ます。

この 第３ 項に事 業計 画 を変更 した とき は、手 続は 第５条 に戻 って

やる こと になっ てい る という ふう な、 そうい った ことは お伝 えし

てま すし 、そう 指摘 し ていま す。 この 第５条 に戻 ってや って いる、

この 住民 説明会 が第 ５ 条に戻 って やっ ている 、そ ういう 説明 会だ

という認識だということでいいですね。

○稲田議長 伊澤副市長。

○伊 澤副 市長 今、 議 員が条 文を 引か れまし たの で、条 文で お答



えい たし ますが 、手 続 条例の 第２ １条 の第３ 項で 、今、 議員 がお

っし ゃっ た５条 から 前 条まで の規 定の 例によ るも のとい うこ とが

書か れて おりま すが 、 その前 段で 、規 則で定 める 変更に 係る もの

を除 くと いうふ うに 書 かれて おり ます 。いわ ゆる 軽微変 更と 呼ば

れる もの であり まし て 、これ は同 条例 の施行 規則 第１９ 条で 定め

られ てる 周知等 の手 続 を要し ない 変更 という こと であり まし て、

今回 の手 続はこ れに 該 当する もの とし て進め られ てると いう ふう

に認識しております。以上です。

○稲田議長 土光議員。

○土 光議 員 つ まり 第 ２１条 、こ れは 変更し たと きは、 原則 は第

５条 に戻 っても う一 回 手続、 ある 意味 でやり 直す という 条文 です

が、 ただ 、先ほ ど副 市 長が言 われ まし たよう に、 ある例 外規 定、

軽微 な変 更は例 外だ と いう、 だか ら、 今回の 事業 変更は 軽微 な変

更だ とい うこと で、 あ えて５ 条に 戻っ てやら なく ていい とい うふ

うな、ということが米子市の今の認識でしょうか。

○稲田議長 伊澤副市長。

○伊 澤副 市長 県が そ のよう に判 断さ れて、 その ような 手続 が進

んでるというふうに認識しております。以上です。

○稲田議長 土光議員。

○土 光議 員 県 は、 こ の事業 計画 の変 更、施 行規 則の第 １９ 条に

該当する軽微な変更だというように判断をしているのですか。

○稲田議長 伊澤副市長。

○伊 澤副 市長 判断 を 直接県 に確 認し たとい うこ とはご ざい ませ

んが 、そ の手続 が進 め られて ると いう ことか ら、 そのよ うに 申し

上げたところであります。以上です。



○稲田議長 土光議員。

○土 光議 員 要 は類 推 してそ うだ と、 そうい う解 釈にな ると いう

こと だと 思いま すが 、 これ事 実関 係は 、県は 施行 規則第 １９ 条、

いわ ゆる 例外規 定の 中 に該当 する とい う判断 は現 時点で して いま

せん 。こ れは県 がそ う いうふ うに はっ きり言 って います 。だ から、

第５ 条に 戻って やら な いとい けな いの か、例 外規 定で戻 らな くて

いい のか 、それ は確 定 してい ない 状況 です。 その 状況下 で、 なぜ

か事 業セ ンター は住 民 説明会 をや って います 。こ れ県に 確認 した

とこ ろ、 県の見 解は 、 あれは 事業 セン ターが 任意 にやっ てい るも

のという考え方でした。そのことはお伝えしておきます。

そ うい ったこ とで 、 米子市 とし ては 、この 手続 がきち んと 条例

に基 づい てやら れて い るか、 進め られ ている か、 これは きち んと

見て いっ て、も し、 そ れに沿 って やら れてい ない ような こと があ

ったら、きちんと県に指摘をすべきだというふうに思います。

次 に行 きます 。次 は 公文書 、情 報公 開条例 に関 して、 演壇 で、

音声 デー タの公 開に つ いて質 問を しま した。 これ は演壇 でも 言い

まし たが 、現在 、音 声 データ の、 これ 公文書 扱い ですか ら公 開対

象に なっ ていま す、 そ の公開 の方 法は 、写し 、音 声デー タで すか

ら、 デー タのコ ピー と いう意 味で す、 写しの 提供 ではな くて 、聴

取に よる 公開、 つま り 聞きに 来い とい う、そ うい う公開 方法 しか

取っ てい ません 。そ の 理由は 、こ れも 演壇で 言い ました が、 一言

でい うと 悪用さ れる 懸 念があ る。 これ に関し て、 鳥取県 は、 この

音声 デー タに関 して 、 写しの 交付 とい う、そ うい った体 制を 取っ

ています。

鳥 取県 がそう いう ふ うにや って いて 、何か 悪用 された 事例 があ



るか どう かとい うこ と を質問 しま した が、承 知し ていな いと いう

回答 でし た。こ れは 聞 いても 分か らな かった ので すか、 それ とも

聞いていないのですか。

○稲田議長 下関総務部長。

○下 関総 務部長 悪 用 した事 例を 知っ とるの かと いうこ とな んだ

と思 いま すけれ ども 、 鳥取県 、県 のほ うで運 用さ れるこ とだ とい

うふ うに 考えて おり ま すので 、こ れが 、そう いう 事例が あっ たと

して も、 今回の 私ど も がこの ルー ルで やって おる という のは 、音

声デ ータ の加工 が懸 念 される とい うこ とに基 づい てこの よう なル

ール を定 めさせ てい た だいて おり ます ので、 悪用 実例が あっ たの

かど うか という こと で 左右さ れる もの ではな いで すので 、特 段こ

ちらのほうからは確認はしておるわけではございません。

○稲田議長 土光議員。

○土 光議 員 聞 いて い ないと いう こと ですね 。今 の話で は、 聞く

必要 もな い。つ まり 米 子市の 理由 は、 悪用と いう か、こ れは 言葉

でい けば 、後に その 音 声が流 布さ れ、 または 加工 され悪 用さ れる、

そう いっ たこと が懸 念 される から 。で も、こ の懸 念が本 当に 事実

に基 づい て本当 にこ の 懸念が 妥当 なも のかど うか という のは 、私

は検 証す る必要 があ る と思い ます 。無 用な懸 念だ ったら 、こ れ非

常に 利便 性が悪 い、 今 、公開 の仕 方で すから 、こ ういっ たこ とじ

ゃな くて 、県に 倣っ て 写しの 交付 をす ればい いも のでは ない かと

思い ます が、も しこ の 懸念が 解消 され ると、 写し の交付 とい うの

は検討に値しますか。

○稲田議長 下関総務部長。

○下 関総 務部長 繰 り 返しに なり ます けども 、現 在、私 ども とい



たし まし ては音 声デ ー タの加 工な どが 懸念さ れる という こと でも

って その ような 取扱 い にして ると ころ でござ いま す。で すの で、

今現 在の こちら の認 識 といた しま して は、そ れが 解消さ れる とい

うような認識は持っておりません。

○稲田議長 土光議員。

○土 光議 員 聞 いた の は、も しこ の懸 念が無 用の もので あれ ば写

しの 交付 という のは 検 討に値 する かど うかと いう ことを お聞 きし

ています。

○稲田議長 下関総務部長。

○下 関総 務部長 先 ほ どもお 答え いた しまし たけ れども 、そ のよ

うな こと が解消 され る という こと は現 在その よう に認識 はし てい

ない とい うこと でお 話 をさせ ても らい ました ので 、その よう な仮

定について少しお答えは控えさせていただきたいと思います。

○稲田議長 土光議員。

○土 光議 員 市 が県 に 聞かな いの で、 私から 県に 聞きま した 、こ

の辺 の事 実関係 。つ ま り県は 、音 声デ ータの 公開 でデー タの コピ

ー、 例え ばＣＤ －Ｒ Ｏ Ｍに焼 いて 、そ れから 今は ネット を経 由で

その 音声 データ を公 開 する、 そう いっ たこと もや ってい ます 。県

はい つか らそう いっ た 音声デ ータ の写 しの公 開、 これい つか らや

って るか という と、 平 成１２ 年、 ２０ ００年 です よね。 今か ら２

３年 前か らそれ やっ て います 。こ うい うふう にし ていて 、米 子市

が懸 念さ れるよ うな 音 声デー タが 流布 され、 加工 され、 悪用 され

る、 そう いった 事例 は あった かど うか という こと に関し ては 、特

になかったということでした。

だ から 、実際 、米 子 市が懸 念と いう のは、 事実 上問題 はな いと



いうふうに私は事実関係で思うんですが、いかがですか。

○稲田議長 下関総務部長。

○下 関総 務部長 先 ほ ど土光 議員 さん のほう が言 われま した ２０

年な かっ たとい うこ と でござ いま すけ ども、 過去 ２０年 なか った

から とい って、 これ か らない とい うこ とでは ない という ふう に考

えて おり ます。 した が いまし て、 今現 在、米 子市 の考え 方を 変更

する考えはございません。

○稲田議長 土光議員。

○土 光議 員 ち ょっ と 伊澤副 市長 に、 感想と いう 形でも いい です

けど 、お 聞きし たい ん ですが 、副 市長 は県の 職員 で、こ うい った

こと をや られて いた と ころに 長く おら れて、 米子 市では 今、 今の

理由 でや ってな い。 こ の落差 、私 は落 差だと 思う んです が、 それ

に関してどういう感想をお持ちですか。

○稲田議長 伊澤副市長。

○伊 澤副 市長 感想 を 求めら れま した ので、 感想 として 申し 上げ

ます 。利 便性を 優先 す るとい う考 え方 からい くと 、ある もん だか

ら出 せば いいじ ゃな い かとい う考 え方 になる んだ ろうと 思い ます

が、 特に 今日的 には 、 昨今盛 んに 報道 されて いま すが、 大変 好ま

しく ない 社会情 勢だ と 思いま すけ ども 、生成 ＡＩ 等を使 って 全く

真偽 が判 別でき ない よ うな加 工さ れた 画像、 音声 という もの が実

際に 出回 ってお りま す 。多分 、米 子市 が当初 懸念 した、 懸念 とい

うの は単 純にあ る部 分 とある 部分 を切 ってつ なげ るとか 、そ の程

度の もの だった かも し れませ んが 、今 日的に は、 そうで はな くて、

前後 を生 かしつ つ、 途 中に全 く別 のも のを入 れて しまう とい うよ

うな こと も比較 的っ て いうか 、か なり 簡単に でき るとい うふ うに



報道 され ており ます し 、それ が社 会問 題化し つつ あると 。こ うい

う状 況に あって は、 や はり音 声情 報と いうも のの 取扱い も従 来に

増し て、 より慎 重に 考 えるべ きで はな いかな と、 このよ うに 今は

思っております。それが私の感想です。以上です。

○稲田議長 土光議員。

○土光議員 感想ということで承りました。

今 議論 してい るの は 公文書 公開 、こ の公文 書公 開の考 え方 、こ

れ情 報公 開条例 の第 １ 条にあ りま すが 、この 情報 公開と いう のは、

公文 書の 公開を 求め る 市民の 権利 、そ れから 公文 書を公 開す べき

市の義務、これを明らかにする。あたかも……。

○稲田議長 時間ですので終わってください。終了です。

○土光議員 そうですね、終わります。

○稲田議長 お静かに退場ください。

以上で本日の日程は終了いたしました。

お 諮り いたし ます 。 本日は これ をも って散 会し 、明２ 日か ら４

日ま では 休会と し、 ５ 日午前 １０ 時か ら会議 を開 きたい と思 いま

す。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○稲田議長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。

本日はこれをもって散会いたします。

午後２時３５分 散会


